
よくある質問⑮

問15-1 失業保険はいくらもら
えますか？

（答15-1）

失業保険は離職前６か月の給与の総

支給額から、１日当たりの支給金額（基

本手当日額）を算定します。

下記のページに賃金月額（１か月の総

支給額）と離職日時点の満年齢から算

出した、基本手当日額の概算の金額を

載せています。参考にしてください。

※あくまでも概算の金額になります。

確定した基本手当日額は失業保険の手

続き後、提出された離職票を審査した

うえで決定します。あらかじめご了承く

ださい。



＜基本手当日額早見表の見方＞

左側の「賃金月額」（※離職日前６か月にもらっていた給与の総支給額（額

面））と離職日時点の満年齢が交わるところが、失業保険の１日当たりの支

給額（基本手当日額）の概算となります。



例えば、

●離職日時点の満年齢が４６歳

●離職日以前６か月間における

１か月の給与の総支給額が平均して２５万円

の場合、失業保険の１日当たりの支給額（基本手当日額）の

目安は、5,707円となります。

基本手当日額は、毎年８月１日に改定があります。

上記「基本手当日額早見表」はあくまでも目安ですので、

あらかじめご了承ください。

※賃金月額は「１か月」の総支給額（社会保険料が引かれ
る前の金額）になります。通勤手当や資格手当なども含み
ます。ただし、年２回の賞与（ボーナス）は含まれません。



問15-2 問15-1で失業保険の１
日当たりの支給額（基本手当日
額）の目安の金額は分かりました。

失業保険は、この基本手当日額
の何日分が支給されるのでしょう
か。

（答15-2）

失業保険の支給は、原則４週間、２８

日分ずつ支給していきます。

ただし、最初の失業の認定日や最後

の失業の認定日は２０日分や１５日分な

ど２８日未満の日数の支給となります。

※また、支給が始まるタイミングは離職

理由により異なります。詳しくはよくあ

る質問⑰をご確認ください。



問15-3 上記「基本手当日額早見
表」に記載されている「賃金月額」
は手取りの金額のことでしょうか。

（答15-3）

手取りの金額ではなく、社会保険料な

どが引かれる前の総支給額（額面）にな

ります。



問15-4 上記「基本手当日額早見
表」の「賃金月額」には、年２回支
給される賞与（ボーナス）は含め
ていいのでしょうか。

（答15-4）

基本手当日額の算定にあたり、年２回

支給される賞与（ボーナス）は含めませ

ん。



問15-5 直近の離職した会社の給与
は末日締めの翌月１０日払いでした。

会社を３月１５日で退職したため、最
後の月の給与が１５日分（３/１～３/１５）
となります。
この場合も、最後の月の給与を含め
て算定するのでしょうか。

（答15-5）

失業保険の基本手当日額の算定は、離

職日以前６か月間の給与から算定します

が、完全な１か月の期間で、かつ、１１日以

上の賃金支払いがある月を算定対象とし

ています。

そのため、ご質問にある３/１～３/１５は完全

な１か月ではないため、算定には含めません。

（例） ３月１５日退職 賃金は末締め翌月１０日払い

・ ３/１～３/15 80,000円 ←含めません

・ ２/１～２/２８ 160,000円 ←含めます

・ １/１～１/31 160,000円 ←含めます

・ 12/１～１２/３１ 160,000円 ←含めます

・ １１/１～１１/3０ 160,000円 ←含めます

・ １０/１～１０/３１ 160,000円 ←含めます

・ ９/１～９/3０ 160,000円 ←含めます

・ ８/１～８/３１ 160,000円 ←含めません
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